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王寺北小学校跡地活用事業者選定支援業務委託 公募型プロポーザル実施要領 

 

第 1．業務の概要 

（1）業務名 

王寺北小学校跡地活用事業者選定支援業務委託 

 

（2）業務の背景・目的 

本町では王寺北小学校の用途廃止及び建物解体に伴い、跡地活用の検討を進めている。 

令和６年度に庁内プロジェクトチームにより、王寺北小学校については「民間事業者の活力を

導入した福祉系施設の整備及び体育館を地域の指定避難所として継続利用」という活用方針を策

定し、令和７年度にサウンディング型市場調査など跡地利活用の具体的な検討を行った。その結

果を受け、体育館の継続利用は不可能と判断し、令和８年度において体育館及び屋外トイレも解

体を実施している。 

以上の経緯を踏まえ、令和８年度から９年度にかけて王寺北小学校跡地を利用する事業者を選

定する。本業務は跡地活用事業者を選定するにあたり、募集要項等の策定から跡地活用事業者の

募集・選定・契約締結までの一連の業務について、業務上必要な支援（法務及び技術面を含

む。）並びに必要な調査・検討及び資料作成等の支援を行うことを目的とする。 

なお、本業務の発注については、公募資料の作成から契約締結支援まで、柔軟かつ多様な検討

が必要なことから、公募型プロポーザル方式により実施するものとする。 

 

（3）業務の内容 

【別紙１】王寺北小学校跡地活用事業者選定支援業務委託（以下「仕様書」という。）のとお

り。 

 

（4）委託契約期間 

契約締結日から令和９年９月３０日（木）まで 

 

（5）提案限度額 

本業務に係る見積額の上限額は１５，９００，０００円（消費税額及び地方消費税額を含む）

とし、上限額を超えた提案は無効とする。 

 

（6）受託予定者の選定 

本業務の受託予定者の選定は、事業の実績、目的及び内容に最も適した者を選定するために、

公募型プロポーザル方式によって行う。 

合格基準点は１２０点以上とし、提案事業者が１者の場合であっても、審査の結果、合格基準

点に達していれば受託予定者とする。審査基準については、【別紙２】王寺北小学校跡地活用事

業者選定支援業務委託に係る審査実施要領のとおり。 
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第 2．プロポーザルに関する事項 

（1）参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、【様式１】参加申込書の提出日現在において、以下の条件

を全て満たす者とする。 

① 令和８年度において、本町の入札参加資格を有する事業者であること。 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこ

と。 

③ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第６号）第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当す

ると認められる者でないこと、及び該当する事実があった日から２年経過している者である

こと。 

④ 破産法（平成１６年法律第７５号）規定に基づく破産手続開始の申し立て、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申し立て、又は民事再生法（平成１１年

法律第２５５号）に基づく再生手続開始の申し立てがなされている事業者でないこと。 

⑤ 王寺町建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領に基づく指名停止を受けていないこ

と。 

⑥ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこ

と。 

⑦ 王寺町暴力団排除条例（平成２３年王寺町条例第１８号）第７条に規定する暴力団員又は暴

力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

⑧ 納付すべき国税及び地方税（本町が賦課徴収するものに限る。）の滞納がない者であるこ

と。 

⑨ 管理技術者または主担当者自身が、技術士【総合技術監理部門（建設）または建設部門】、

または RCCM【都市及び地方計画】、または建築士【１級建築士】の資格を有すること。。 

⑩ 国、特殊法人等、公共法人、又は地方公共団体が発注した公共所有地の活用に係る事業者選

定支援業務について元請（共同企業体の構成員である場合を含む。）として受注した実績が

あること。 

 

（2）スケジュール 

募集開始（本町公式サイト） 令和８年５月２５日（月） 

実施要領等に関する質疑提出期限 令和８年６月 １日（月）正午 

実施要領等に関する質疑回答 令和８年６月 ５日（金）正午以降 

参加申込書提出期限 令和８年６月 ９日（火）午後 5 時 

提案書提出締切 令和８年６月２６日（金）正午 

審査（プレゼンテーション） 令和８年７月 ３日（金）を予定 

最終審査結果通知 令和８年７月 ６日（月）を予定 
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（3）質疑及び回答 

実施要領等に関する質疑がある場合は、【様式６】質疑書に質疑内容を簡潔に記載し、電子メ

ールにより提出すること。なお、質疑書提出後に電話により受信確認を行うこと。また、質疑書

以外での問い合わせについては、一切受け付けない。 

① 提出期限 

令和８年６月１日（月）午後５時まで 

② 送信先アドレス及び確認先電話番号 

王寺町 未来都市創造部 まちづくり推進課 

電子メール：sumai@town.oji.nara.jp 

電話番号：0745-73-2001（代表） 

なお、件名は「王寺北小学校跡地活用事業者選定支援業務委託質疑」とすること。 

③ 質疑書の回答 

質疑回答は、本町公式サイトに掲載する。 

回答は令和８年６月５日（金）正午以降に行う。 

なお、質疑がなかった場合はその旨を掲載する。 

（4）参加申込書の提出 

①提出期限 

令和８年６月９日（火）午後５時まで 

※郵送の場合は、令和８年６月９日（火）必着とする。 

②提出場所 

王寺町 未来都市創造部 まちづくり推進課 

〒636-8511 奈良県北葛城郡王寺町王寺２丁目１番２３号 

③提出方法 

持参又は郵送により提出すること。 

※持参の場合は、町役場の閉庁日を除く午前９時から午後５時までに提出すること。 

※郵送の場合は、簡易書留郵便など配達完了の確認ができる方法によるものとし、提出期間

までに必着とする。 

④提出書類 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次の書類を各 1部提出すること。 

【様式１】参加申込書 

【様式２】受注実績調書 

【様式３】会社概要書 

【様式４】管理技術者調書 

【様式５】主担当者調書 

⑤参加辞退 

参加申込書提出日以降に参加を辞退する場合は、辞退届（任意の様式）を上記②提出場所へ

持参又は郵送により提出すること。なお、既に提出された書類は返却しない。 
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（5）企画提案書等の提出 

企画提案書は（6）の記載に基づき、見積書は（7）の記載に基づき作成し提出すること。 

なお、提案は１事業者につき１案とする。 

① 提出期限 

令和８年６月２６日（金）正午まで 

②提出先 

王寺町 未来都市創造部 まちづくり推進課 

〒636-8511 奈良県北葛城郡王寺町王寺２丁目１番２３号 

④ 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。ただし、郵送する場合は、簡易書留郵便など配達完了の

確認ができる方法によるものとし、上記②に提出期限までに必着とする。郵送方法が異なる

場合は、受け付けない。 

⑤ 提出書類 

企画提案書（正）＜任意の様式＞ １部 

企画提案書（副）＜任意の様式＞ ８部 

電子媒体（CD-R等） １部 

※ 業者名、担当者名及び製品名等提案者が特定できる情報が記載されてい

ないもの。 
  

見積書（任意様式） １部 

 

（6）企画提案書の作成 

①企画提案書表紙（任意様式） 

②事業実施スケジュール（任意様式） 

③企画提案書（任意様式） 

（ア） 企画提案書の様式は原則として A4版用紙縦置きで、横書き両面印刷、左綴じとし、

使用するフォントの大きさは 11ポイント以上とすること。補足資料は、必要に応じ

て、A4版横、A3版横で使用すること。A3版の用紙を使用する場合は、片面印刷と

し、片袖折りにすること。 

（イ） 企画提案書のページ下部に通しページ番号を振ること。なお、企画提案書は５枚

（企画提案書表紙、スケジュールおよび補足資料を除く。）までとすること。なお、

提案内容（項目）は、仕様書の 2.業務内容の順に作成すること。 

（ウ） 使用言語は日本語とすること（ただし、専門用語を除く。）。 

（エ） 記載内容については明瞭かつ具体的な記載とし、専門知識を有しない者に対して配

慮すること。また、専門用語、略語等に関しては、脚注により定義又は説明を付記

するなど、わかりやすい記載を心がけること。 
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（7）見積書作成要領 

① 王寺北小学校跡地活用事業者選定支援業務委託費用【任意様式】 

仕様書に記載する本業務に必要となる費用（消費税額及び地方消費税額を含む。）に係るす

べての費用を記載すること。ただし、合計金額は１５，９００，０００円（消費税額及び地

方消費税額を含む。）以内とする。 

※上記（6）を含め提出書類に記載の内容について、質疑・ヒアリングを行う予定である。 

 

（8）選定方法 

① 審査 

本業務の事業者選定は、公募型プロポーザル方式により行う。本業務に係る審査は、【別紙

２】王寺北小学校跡地活用事業者選定支援業務委託に係る審査実施要領に定めるところによ

る。 

受託候補者に対しては、受託候補者となった旨を通知し、選定しなかった者には選定しなか

った旨を令和８年７月６日（月）（予定）に通知する。 

審査内容及び審査結果に関する問い合わせ、異議申立て等は一切できないものとする。 

受託候補者は、選定後速やかに本町公式サイトで公表する。 

 

（9）契約 

①契約の締結 

随意契約に向けた協議の上、業務内容を決定し契約を締結する。 

なお、協議において提案内容を一部変更することがある。ただし、協議が整わない場合は、

次点事業者を受注候補者として協議を行うものとする。 

②次点であった者との交渉 

受託候補者が業務委託契約を締結できない何らかの事由が発生した場合又は協議が整わない

場合には、二次審査において次点候補者であった者と当該業務について交渉を行う。 

 

（10）契約保証金 

本契約に対する契約保証金は、免除する。 

 

第 3．留意事項等 

（1）失格・無効 

次のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。 

①参加申込書を提出した後、提出期限内に企画提案書等の提出がなされない場合 

②提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

③審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

④他の提案者と提案内容等について相談を行った場合 

⑤二次審査終了までの間に、他の提案者に対して提案内容を意図的に開示した場合 

⑥契約締結までの間に、参加資格に記載した条件を満たさなくなった場合 

 



 

 

- 6 - 

（2）留意事項 

①提出された企画提案書等は返却しない。 

②提出以降における企画提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。ただし、本町から

指示があった場合を除く。 

③提出された企画提案書等は、選定を行う作業に必要な範囲において、本町が複製を作成する

ことがある。 

④企画提案書等の作成、提出、プレゼンテーション等のプロポーザル参加に要する経費は、全

て提案者の負担とする。 

⑤提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護さ

れる第三者の権利の対象となっている手法等を用いた結果、生じた事象にかかる責任は、全

て提案者が負うものとする。 

⑥ 提出された書類は王寺町情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律の規定に基づき、非

公開とすべき箇所を除き、開示する場合がある。 

⑦企画提案書等の作成のために本町より受領した資料は、本町の許可なく公表又は使用するこ

とはできない。 

 

【問い合わせ先及び各種書類の提出先】 

王寺町 未来都市創造部 まちづくり推進課 

〒636-8511 奈良県北葛城郡王寺町王寺２丁目１番２３号 

（TEL）0745-73-2001（代表） 

（Mail）sumai@town.oji.nara.jp 


